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ま
え
が
き 

 

今
日
、
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
建
造
物

に
、
ア
テ
ネ
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
、
南
米
ペ
ル
ー
の
マ

チ
ュ
ピ
チ
ュ
遺
跡
な
ど
多
数
あ
る
が
、
そ
の
主
な

目
的
は
「
祈
り
」
の
場
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
そ
の
神
聖
な
「
祈
り
」
の
場
は
、
そ
の

他
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
南
ア
ジ
ア
、
中
国
な
ど
多

数
存
在
す
る
の
で
す
が
、
何
ら
か
の
理
由
を
も
っ

て
廃
墟
と
化
し
遺
跡
と
な
っ
て
、
現
代
で
は
観
光

地
と
し
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
私
見
で
す
が
、
遺
跡
群
は
本
来
の
「
祈

り
」
は
失
わ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
「
神
」
は
存
在
し

て
い
る
は
ず
で
す
。
唯
、
祭
祀
を
司
る
こ
と
が
失

わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
そ
の
祭
祀
を
復
活

さ
せ
ら
れ
る
な
ら
、
世
界
の
争
い
が
少
し
で
も
和

ら
ぐ
こ
と
と
な
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
に
つ
い
て
数
々
の
歴
史

物
語
と
し
て
、
研
究
者
の
間
で
「
祈
り
の
目
的
」
が

失
わ
れ
廃
墟
化
し
て
い
く
過
程
な
ど
の
、
そ
の
話

題
性
の
探
求
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。 

 

翻
っ
て
、
我
が
国
の
世
界
遺
産
木
造
建
築
の

「
法
隆
寺
」
は
、
聖
徳
太
子
に
よ
り
、
約
千
四
百
年

前
の
推
古
十
五
年
（60

7

）
に
建
設
さ
れ
た
と
伝

わ
り
、
連
綿
と
し
て
千
四
百
年
間
「
祈
り
」
が
続
け

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
京
都
の
下
鴨
神
社
は
古
代

の
豪
族
「
賀
茂
氏
」
が
紀
元
前
九
十
年
こ
ろ
信
仰

し
た
の
が
起
源
で
、
初
代
天
皇
の
神
武
天
皇
の
ご

即
位
に
は
多
大
な
貢
献
を
し
た
と
伝
わ
り
、
「
賀

茂
建
角
身
命
（
か
も
た
け
つ
ぬ
み
の
み
こ
と
）
」
を

ご
祭
神
と
し
て
京
都
守
護
の
神
社
と
し
て
崇
め

ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
「
春
日
大
社
」
に
於
い
て
は
、
藤
原
鎌
足

の
創
建
と
伝
わ
り
、
護
景
二
年
（76

8

）
、
称
徳
天

皇
の
勅
命
で
、
左
大
臣
藤
原
永
手
に
よ
っ
て
現
在

の
地
に
社
殿
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
氏
寺
と

し
て
の
「
興
福
寺
」
は
、
鎌
足
の
妻
「
鐘
大
王
（
か
が

み
の
お
お
き
み
）が
天
智
八
年
（66

9

）山
階
寺
と

し
て
創
健
し
、
夫
の
鎌
足
が
造
立
し
た
「
釈
迦
三

尊
像
」
を
お
祀
り
し
た
の
を
起
源
と
す
る
と
い
う
。 

そ
の
他
に
も
、
歴
史
を
遡
り
連
綿
と
「
祈
り
」
が
続

け
ら
れ
て
い
る
我
が
国
の
社
寺
の
多
さ
は
、
諸
外

国
に
は
あ
ま
り
例
を
み
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
、
我
が
国
の
「
天
皇
制
」
の
存
在
が
な
せ

る
こ
と
で
は
な
い
か
と
私
見
と
し
て
推
考
す
る
も

の
で
す
。 

歴
史
を
辿
れ
ば
、
「倭
（
や
ま
と
）
」
か
ら
「
大
和
・

平
城
京
」
そ
し
て
「
京
都
・
平
安
京
」
へ
と
、
藤
原
鎌

足
を
祖
と
す
る
藤
原
摂
関
家
か
ら
天
皇
制
を
確

立
す
る
「
権
力
」
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
、
「
天
皇
」
と

い
う
「
権
威
」
を
自
然
と
創
り
上
げ
て
き
た
こ
と

が
最
大
の
素
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。 

 

 

「祈
り
の
起
源
」 

 

今
か
ら
一
万
二
千
年
前
か
ら
、
約
一
万
年
続
い

た
と
学
問
的
に
は
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
縄
文
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時
代
」
以
前
か
ら
、
自
然
現
象
へ
の
畏
怖
が
感
謝

と
い
う
形
で
「
祈
り
」
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。 

煌
め
く
天
体
、
太
陽
、
月
、
地
上
で
は
大
き
な

岩
石
、
巨
木
、
川
、
海
、
お
山
全
体
な
ど
へ
の
畏
怖

は
、
稲
作
の
農
耕
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
三
千
年
前

の
弥
生
時
代
に
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
そ
し
て
、
こ

の
「
農
耕
」
が
、
水
利
と
土
地
の
開
拓
と
拡
大
を
繰

り
広
げ
、
そ
し
て
、
よ
り
多
く
の
自
然
の
恵
み
を

得
よ
う
と
す
る
人
間
の
行
為
が
、
ま
た
、
そ
の
領

地
を
守
り
拡
大
し
て
い
こ
う
と
す
る
行
為
が
、
今

度
は
人
間
同
士
の
争
い
の
因
と
も
な
っ
て
い
く
の

で
す
。
ま
た
、
そ
の
争
い
が
現
在
ま
で
も
続
い
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

神
武
天
皇
の
ご
即
位 

 

第
四
十
代
天
武
天
皇
の
発
願
に
よ
り
、
こ
れ
ま

で
各
地
に
口
伝
（
く
で
ん
）
で
伝
承
さ
れ
て
き
た

事
柄
を
、
太
安
万
侶
（
お
お
の
や
す
ま
ろ
）
が
命
じ

ら
れ
、
そ
し
て
纏
め
上
げ
、
帝
紀
と
し
て
の
「
古
事

記
」
が
編
纂
さ
れ
、
第
四
十
三
代
元
明
天
皇
の
御

代
和
銅
五
年
（71

2

）
に
献
上
さ
れ
た
。 

内
容
は
、
天
地
の
は
じ
ま
り
か
ら
、
第
三
十
三

代
推
古
天
皇
ま
で
書
か
れ
て
い
る
。 

 

神
話
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
、
地
上
が
ま
だ
軟

弱
な
粘
土
の
よ
う
な
土
地
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を

伊
弉
諾
（
い
ざ
な
ぎ
）
、
伊
弉
冉
（い
ざ
な
み
）
命
が

固
め
、
大
八
島
を
作
り
上
げ
、
そ
こ
を
守
る
あ
ら

ゆ
る
「
神
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
こ

に
事
件
が
起
こ
り
、
「
火
」
の
神
・
加
具
土
命
（
か
ぐ

つ
ち
の
み
こ
と
）
が
誕
生
し
た
時
、
伊
弉
冉
命
が

全
身
に
火
傷
を
被
い
「
黄
泉
の
国
（
よ
み
の
く
に
）

へ
と
身
罷
っ
て
、
穢
れ
の
身
と
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。 

そ
の
穢
れ
の
妻
・
伊
弉
冉
命
を
、
夫
・伊
弉
諾
命

は
生
き
返
ら
せ
天
上
界
に
呼
び
戻
そ
う
と
す
る

の
で
す
が
、
こ
れ
に
失
敗
し
逆
に
穢
れ
て
し
ま
う
。  

 

急
ぎ
そ
の
穢
れ
を≪

阿
波
岐
原
（
あ
わ
き
が
は

ら
）
に
て
禊
ぎ
し
て
穢
れ
を
祓
う
に
祓
う
》
。 

≪

こ
の
禊
ぎ
祓
い
の
行
為
は
「
祈
り
」
の
原
点

と
な
り
、
現
代
で
も
神
事
の
「
祝
詞
」
と
し
て
必
須

奏
上
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。≫

 

そ
の
時
に
、
そ
の
祓
い
の
中
か
ら
、
天
照
大
神
、

月
読
神
、
須
佐
之
男
命
の
三
貴
神
が
示
現
さ
れ
、

天
照
大
神
は
「
万
物
生
成
の
神
」、
須
佐
之
男
命
は

地
上
へ
降
臨
し
「
豊
葦
原
中
国
（と
よ
あ
し
は
ら
の

な
か
つ
く
に
」
を
「
水
穂
の
国
」
へ
と
開
拓
し
豊
饒

な
土
地
と
し
て
い
く
。 

そ
の
「
豊
葦
原
水
穂
国
」
へ
、
天
照
大
神
の
孫
・

瓊
瓊
杵
尊
（
に
に
ぎ
の
み
こ
と
）
が
降
臨
な
さ
れ
、

木
花
咲
夜
姫
（
こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
と
結
ば
れ

地
上
を
支
配
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

そ
し
て
、
地
上
世
界
の
「
国
津
神
（
く
に
つ
か

み
）
」
を
配
下
に
治
め
て
い
く
の
で
す
が
、
な
か
に

は
荒
ぶ
る
国
津
神
も
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
等
す

べ
て
を
平
定
し
、
瓊
瓊
杵
尊
か
ら
四
代
目
、
天
照

大
神
か
ら
は
五
世
孫
と
な
る
「
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ビ

コ
ノ
ミ
コ
ト
」
は
、
大
和
橿
原
（か
し
は
ら
）
の
地
で
、

初
代
の
天
皇
（
す
め
ら
み
こ
と
）
に
「
神
武
天
皇
」
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と
し
て
ご
即
位
さ
れ
る
の
で
す
。 

 
仏
教
公
伝 

 

天
武
天
皇
は
、
ま
た
、
日
本
と
い
う
国
の
存
在

を
諸
外
国
に
も
知
ら
し
め
る
た
め
、
「
漢
文
」
で
書

か
れ
た
日
本
の
公
式
歴
史
書
「
日
本
書
紀
」
の
編

纂
を
命
じ
ら
れ
、
舎
人
（
と
ね
り
）
親
王
を
中
心
に

（
藤
原
不
比
等
も
加
わ
る
）
二
十
年
の
歳
月
を
か

け
、
養
老
四
年
（72

0

）
第
四
十
四
代
元
正
天
皇

に
献
上
さ
れ
た
。 

内
容
は
、
天
地
開
闢
か
ら
は
じ
ま
る
神
代
か
ら
第

四
十
一
代
持
統
天
皇
ま
で
の
三
十
巻
か
ら
な
る

日
本
の
歴
代
天
皇
を
中
心
と
し
た
歴
史
書
と
な
っ

て
い
る
。 

そ
し
て
、
第
二
十
九
代
欽
明
天
皇
紀
の
項
に
は
、

欽
明
十
三
年
（55

2

）
、
朝
鮮
は
「
百
済
国
（
く
だ

ら
）
」
の
「
聖
明
王
（
せ
い
め
い
お
う
）
」
か
ら
、
「
釈

迦
仏
の
金
銅
像
一
体
、
経
論
若
干
」
が
贈
ら
れ
て

く
る
。
こ
の
こ
と
が
「
仏
教
の
公
伝
」
と
し
て
言
わ

れ
る
も
の
な
の
で
す
。 

し
か
し
、
天
皇
の
忠
臣
で
あ
る
「
蘇
我
稲
目
（
そ

が
の
い
な
め
）
」と
「
物
部
尾
輿
（
も
の
の
べ
の
お
こ

し
）
」
と
の
間
で
、
「
崇
佛
論
争
」
が
始
ま
り
、
こ
れ

が
両
豪
族
の
雌
雄
の
争
い
に
ま
で
発
展
し
、
こ
の

対
立
は
、
第
三
十
一
代
「
用
明
天
皇
」
の
御
代

（58
7

）
、
さ
ら
に
深
ま
り
、
世
代
は
代
わ
っ
た

「
蘇
我
馬
子
」
と
「
物
部
守
屋
」
の
間
で
は
軍
事
行

動
と
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
こ
の
時
、
蘇
我
氏
側

の
勢
力
に
加
わ
っ
た
の
が
「
厩
戸
皇
子
（う
ま
や
ど

の
お
う
じ
）
」
で
、
後
の
「
聖
徳
太
子
」
で
あ
り
、
そ

し
て
、
蘇
我
氏
が
物
部
氏
を
壊
滅
し
て
し
ま
う
の

で
す
。 

こ
こ
か
ら
、
歴
史
は
「
蘇
我
氏
一
強
」
と
な
り
、

「
仏
教
」
は
文
化
の
一
面
を
持
ち
、
次
第
に
朝
廷
の

政
治
体
制
に
影
響
及
ぼ
す
様
に
な
り
、
さ
ら
に
興

隆
し
て
い
く
の
で
す
。 

そ
し
て
「
蘇
我
馬
子
」
は
天
皇
家
と
深
く
結
び

つ
き
。
三
十
三
代
推
古
天
皇
紀
（
女
帝

5
9

3

～
6

2
0

）
に
は
天
皇
家
の
上
に
位
す
る
よ
う
な
振
る

舞
い
も
目
立
ち
、
日
本
古
来
の
神
々
を
宗
敬
す
る

朝
廷
に
仏
教
を
広
め
、
「
神
」
と
「
仏
」
の
習
合
（
し

ゅ
う
ご
う
）が
少
し
ず
つ
始
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。 

 

神
仏
習
合 

 

蘇
我
馬
子
は
、
現
在
に
残
る
明
日
香
村
の
石
舞

台
古
墳
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
き
な
権
力
を
有

し
、
そ
の
子
「
蘇
我
蝦
夷
（
そ
が
の
え
み
し
）
」
も
大

和
政
権
の
「
大
臣
（
お
お
お
み
）
」
の
地
位
に
就
か

せ
、
政
権
を
独
占
し
て
い
っ
た
。 

そ
れ
に
大
い
な
る
危
機
感
を
抱
い
た
の
は
、

「
中
臣
鎌
足
」で
あ
っ
た
。
鎌
足
は
、
「中
大
兄
皇
子
」

に
近
づ
き
密
会
し
、
つ
い
に
は
、
第
三
十
五
代
皇

極
天
皇
紀
の
大
化
元
年
（64

5

）
乙
支
の
変
を
起

こ
し
、
蘇
我
氏
を
滅
亡
さ
せ
て
し
ま
う
。 

し
か
し
、
蘇
我
氏
の
崇
拝
し
た
仏
教
は
聖
徳
太

子
（57

4

～6
2

2

）
が
、
法
隆
寺
や
四
天
王
寺
を

創
建
す
る
な
ど
ま
す
ま
す
朝
廷
内
に
重
用
さ
れ
、

ま
た
、
信
仰
以
外
に
も
政
治
体
制
に
利
用
し
て
い
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く
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
。 

「
日
本
古
来
の
神
々
」
は
目
に
見
え
る
姿
と
し

て
、
神
の
依
代
（
よ
り
し
ろ
）
を
求
め
、
ご
神
木
や

大
き
な
磐
な
ど
を
対
象
と
し
て
降
霊
の
場
と
し

て
き
た
が
、
仏
教
は
「
仏
像
」
と
い
う
形
で
目
に
見

え
る
姿
で
「
現
世
利
益
（
げ
ん
せ
り
や
く
）
」
を
表

す
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
家
に
も
都
合
よ
く
利
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。  

 

そ
し
て
、
公
家
社
会
か
ら
「
本
地
垂
迹
説
（
ほ
ん

じ
す
じ
ゃ
く
せ
つ
）
」
と
し
て
現
れ
、
天
照
大
神
は

大
日
如
来
、
八
幡
神
・
応
神
天
皇
は
阿
弥
陀
如
来

な
ど
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。 

 

大
仏
開
眼 

 

こ
こ
か
ら
は
日
本
書
紀
か
ら
時
代
は
下
っ
て
、

四
十
五
代
聖
武
天
皇
（70

1

～7
6

6

）
の
御
代
、

巷
に
は
疫
病
が
流
行
り
朝
廷
の
要
人
も
多
く
亡

く
な
り
ま
す
。
そ
の
為
か
、
聖
武
天
皇
は
仏
教
に

救
い
を
求
め
、
天
平
十
三
年
（74

1

）
全
国
に
国

分
寺
・
国
分
尼
寺
を
建
立
の
詔
を
出
し
、
国
家
の

混
乱
を
鎮
め
、
安
寧
を
願
っ
て
い
く
の
で
す
。 

ま
た
、
天
平
十
五
年
（74

3

）に
は
大
仏
造
立 

の
詔
を
発
し
、
行
基
大
僧
正
な
ど
の
大
き
な
協
力

を
得
て
、
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
天
平
勝

宝
四
年
（75

2

）
、
四
十
六
代
孝
謙
天
皇
の
御
代

に
完
成
し
、
そ
し
て
、
「
大
仏
開
眼
供
養
」
が
盛
大

に
行
わ
れ
た
の
で
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
「
仏
教
」
が
国
家
宗
教
と
見
間
違

う
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
す
が
、
第
四
十
八
代
称

徳
天
皇
の
御
代
・
天
平
神
護
二
年
（76

6

）
に
は
、

弓
削
道
鏡
は
「
法
王
」
と
な
り
、
天
皇
の
座
を
簒
奪

す
る
や
の
勢
い
を
見
せ
た
が
、
「
和
気
清
麻
呂
」
に

よ
る
「
宇
佐
八
幡
宮
」
の
神
託
に
よ
り
道
鏡
は
失

脚
し
下
野
国
薬
師
寺
に
流
さ
れ
、
皇
室
の
危
機
は

去
っ
て
い
っ
た
。 

 

＊
こ
こ
で
、
勉
強
不
足
の
疑
問
で
す
が
、
伊
勢
神
宮

や
出
雲
大
社
な
ど
の
歴
史
は
２
千
年
以
上
前
の

創
建
で
「
皇
室
」
の
「
祖
」
と
な
る
の
で
す
が
、
何 

故
？
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
に
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？
私
の
中
で
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と

な
り
、
宿
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

平
安
時
代
の
神
社 

 

天
応
元
年
（78

1

）
第
五
十
代
天
皇
に
ご
即
位

さ
れ
た
「桓
武
天
皇
」
は
、
奈
良
仏
教
六
宗
の
政
治

へ
の
介
入
か
ら
逃
れ
る
た
め
か
、
平
安
京
に
遷
都

す
る
決
意
を
固
め
る
。
い
よ
い
よ
延
暦
十
三
年

（79
4

）
京
都
を
正
式
に
都
と
定
め
、
延
暦
二
十

一
年
（80

2

）
に
は
、
最
澄
、
空
海
が
遣
唐
使
と
し

て
仏
教
の
先
進
国
「
唐
」
へ
渡
る
の
で
す
。
帰
国
し

た
「
最
澄
」
は
比
叡
山
を
「祈
り
」
の
場
と
し
、
空
海

は
、
当
初
「
東
寺
」
を
与
え
ら
れ
、
の
ち
に
高
野
山

へ
と
移
り
、
両
者
と
も
密
教
に
よ
る
鎮
護
国
家
を

朝
廷
に
提
案
し
て
い
く
。 

 

閑
話
休
題 

 

東
寺
と
伏
見
稲
荷
の
関
係
は
、
東
寺
の
「
五
重
塔
」
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は
伏
見
・
稲
荷
山
の
樹
木
を
使
用
し
て
建
設

さ
れ
、
第
五
十
六
代
清
和
天
皇
の
病
気
平

癒
に
関
連
し
、
朝
廷
よ
り
「
正
一
位
」
の
位
階

を
賜
り
、
伏
見
稲
荷
の
御
輿
は
東
寺
前
で

読
経
を
受
け
る
の
で
す
。  

 

一
方
、
天
武
天
皇
の
発
願
と
伝
わ
る
二
十
年
に

一
度
の
「
伊
勢
神
宮
」
の
「
遷
宮
儀
式
」
は
続
け
ら

れ
、
ま
た
、
賀
茂
神
社
、
宇
佐
八
幡
宮
、
春
日
大
社
、

鹿
島
神
宮
、
香
取
神
宮
な
ど
も
「
造
替
」
な
ど
が
国

家
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
。 

ま
た
、
平
安
中
期
の
延
長
五
年
（92

7

）
に
編

纂
さ
れ
た
「
延
喜
式
神
名
帳
」
に
は
二
千
八
百
六

十
一
の
神
社
名
と
三
千
百
三
十
二
座
の
祭
神
が

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
仏
教
を
融

合
さ
せ
た
別
当
が
管
理
を
行
う
「
神
宮
寺
」
と
い

う
形
態
の
神
社
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
。 

平
安
時
代
の
末
期
・
康
平
六
年
（10

6
3

）
創
建

の
鎌
倉
・
鶴
岡
八
幡
宮
は
、
後
に
「
神
宮
寺
」
と
な

り
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
」
と
言
わ
れ
、
大
塔
も
建
立
さ

れ
て
い
た
。 

実
朝
の
暗
殺
者
の
「公
暁
」
は
、
比
叡
山
で
得
度

し
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
別
当
に
就
任
し
て
い
た
の

で
あ
る
。 

 

朝
廷
の
仏
教 

 

藤
原
鎌
足
の
次
男
・
藤
原
不
比
等
か
ら
始
ま
る

天
皇
家
へ
の
外
戚
は
、
朝
廷
政
治
に
介
入
し
、
後

に
は
摂
関
制
度
を
確
立
し
権
力
を
掌
握
し
、
談
山
、

神
社
、
春
日
大
社
、
興
福
寺
、
平
等
院
な
ど
創
建

し
、
藤
原
道
長
は
後
年
、
出
家
す
る
と
い
う
仏
教

に
帰
依
す
る
生
涯
と
な
っ
て
い
る
。 

ま
た
、
藤
原
摂
関
政
治
か
ら
朝
廷
政
治
へ
の
移

行
を
強
力
に
推
し
進
め
た
天
皇
は
、
「
治
天
の
君
」

と
歴
史
上
語
ら
れ
る
、
延
久
四
年
（10

7
2

）践
祚

し
た
第
七
十
二
代
「白
河
天
皇
」で
あ
っ
た
。 

そ
し
て
、
自
ら
は
、
天
皇
の
御
位
を
皇
子
へ
譲

位
し
、
上
皇
か
ら
出
家
し
て
「
法
皇
」
と
な
り
「
院

政
」
を
推
し
進
め
藤
原
摂
関
政
治
を
衰
退
さ
せ
て

い
く
。
一
方
、
自
ら
の
武
装
警
護
の
た
め
「
北
面
の

武
士
」
を
設
置
し
、
こ
れ
が
後
々
の
武
士
政
権
の

「
芽
」
と
な
り
、
白
河
法
皇
亡
き
後
の
皇
位
継
承
の

争
い
に
関
与
し
て
い
き
、
「
武
家
政
権
」
の
到
来
を

も
見
え
て
く
る
の
で
す
。 

ま
た
、
仏
教
の
力
が
公
然
と
認
め
ら
れ
て
き
た

の
か
、
比
叡
山
や
興
福
寺
な
ど
も
「
僧
兵
」
と
い
う

存
在
を
供
え
、
仏
法
に
よ
る
朝
廷
へ
の
政
治
圧
力

団
体
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。 

  
 

鎌
倉
仏
教
の
輩
出 

 

平
安
時
代
は
約
四
百
年
続
く
の
で
す
が
、
前

期
・
中
期
と
大
き
な
争
い
は
な
く
、
死
刑
と
い
う

こ
と
も
余
り
聞
か
な
い
が
、
後
期
に
入
る
と
、
俄

か
に
皇
位
継
承
問
題
も
絡
み
、
保
元
元
年
の

（11
5

6

）
「
保
元
の
乱
」
、
平
治
元
年
（11

5
9

）
の

「
平
治
の
乱
」
を
経
て
武
家
政
権
の
嚆
矢
と
な
る

「
平
清
盛
」
が
抬
頭
。
そ
の
後
、
治
承
四
年
（11

8
0

）

か
ら
元
暦
二
年
（11

8
4

）
か
ら
始
ま
る
「
源
平
合
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戦
」
で
「
源
頼
朝
」
が
我
が
国
初
め
て
の
「
武
家
政

権
」
を
樹
立
さ
せ
る
の
で
す
。 

そ
し
て
、
こ
の
源
平
合
戦
で
は
多
く
の
「
命
」
が

奪
わ
れ
、
「
命
の
儚
さ
（
は
か
な
さ
）
」
を
感
じ
た
の

か
、
北
面
の
武
士
「
佐
藤
義
清
（
の
り
き
よ
）
」
は
、

「
西
行
」
と
し
て
仏
門
に
帰
依
し
て
い
く
。
ま
た
、

源
頼
朝
は
蛭
ヶ
小
島
に
流
さ
れ
た
時
、
髷

も
と
ど
り

の
な

か
に
、
小
さ
な
仏
像
を
持
ち
、
日
常
は
父
・
義
朝
へ

の
読
経
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
と
伝
わ
る
。 

鎌
倉
時
代
は
平
安
時
代
と
は
場
面
が
ガ
ラ
リ

と
変
わ
り
「
命
」
が
簡
単
に
失
わ
れ
て
い
く
。
こ
の

こ
と
も
関
連
す
る
の
か
、
栄
西
（
え
い
さ
い/

よ
う

さ
い
）
の
禅
、
法
然
、
日
蓮
、
道
元
、
親
鸞
た
ち
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
を
主
張
し
た
「
仏
教
宗
派
」
を

立
ち
上
げ
、
平
安
時
代
は
朝
廷
と
貴
族
の
仏
法
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
武
士
世
界
か
ら
庶
民
の
間
ま

で
燎
原
の
火
の
ご
と
く
広
ま
っ
て
い
く
。
そ
こ
に

は
、
「
目
に
見
え
な
い
神
」
と
「
現
世
利
益
の
見
え

る
仏
の
世
界
」
が
文
盲
（
も
ん
も
う
）
の
多
い
庶
民

の
間
に
も
融
合
し
た
「
祈
り
」
と
な
っ
て
く
る
の
で

す
。 そ

し
て
、
武
門
に
は
「
禅
宗
」
が
主
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
、
北
条
得
宗
家
、
室
町
時
代
の
覇
者

「
足
利
家
」
な
ど
が
建
長
寺
、
円
覚
寺
、
天
龍
寺
な

ど
を
建
立
し
て
い
く
の
で
す
。
ま
た
、
力
の
付
い

た
「
町
衆
」
は
精
霊
を
祀
り
「
悪
霊
」
を
祓
う
行
事

と
し
て
、
「
祈
り
」
の
原
点
を
「
祇
園
祭
」
な
ど
に
求

め
、
そ
し
て
盛
ん
に
し
て
い
く
の
で
す
。 

  
 
 

町
衆
文
化
の
芽
生
え 

 

殺
伐
と
し
た
武
家
集
団
の
鎌
倉
時
代
の
世
相

か
ら
、
室
町
時
代
（
建
武
三
年
＝1

3
3

5

）
を
切
り

開
い
た
「
足
利
尊
氏
」
は
、
都
を
「
京
都
」
と
定
め
、

帰
依
す
る
「夢
窓
疎
石
」
を
開
基
と
し
て
、
後
醍
醐

天
皇
を
弔
う
「
天
龍
寺
」
を
歴
応
二
年
（13

3
9

）

創
建
し
た
と
い
う
。 

ま
た
、
三
代
の
「
義
満
」
は
「
南
朝
」
と
和
解
し
、

足
利
一
族
の
守
護
大
名
を
纏
め
上
げ
、
室
町
幕
府

と
し
て
君
臨
し
て
い
く
。 

さ
ら
に
、
後
年
「
北
山
文
化
」と
い
う
「雅
」
な
世

界
を
展
開
し
、
「
能
」「
狂
言
」の
芸
術
を
育
て
理
解

し
、
母
が
順
徳
天
皇
の
孫
娘
・紀
良
子
の
影
響
か
、

神
道
と
仏
教
を
融
和
さ
せ
た
朝
廷
政
治
を
展
開

し
て
い
く
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
、
六
代
将
軍
・「足
利
義
教
」
は
嘉
吉
元
年

（14
4

1

）
暗
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
十
一
代
将
軍
の

「
義
輝
」
も
永
禄
八
年
（15

6
5

）
暗
殺
さ
れ
、
八
代

将
軍
義
政
は
「
東
山
文
化
」
を
創
る
が
、
そ
の
時
、

「
応
仁
の
乱
（14

6
7

～1
4

7
7

）
を
引
き
起
こ
し
、

第
十
五
代
義
昭
将
軍
が
元
亀
四
年
（15

7
3

）
、

「
織
田
信
長
」
に
よ
り
追
放
さ
れ
る
ま
で
、
約
二
百

三
十
年
続
い
た
室
町
幕
府
は
、
こ
こ
で
終
焉
し
、

戦
国
時
代
に
突
入
し
て
い
く
の
で
す
。 

 

ま
た
、
雪
舟
や
池
坊
に
よ
る
「水
墨
画
」「生
け
花
」

「
茶
の
湯
」
な
ど
、
様
々
な
文
化
が
花
開
き
、
ま
た
、

蓮
如
の
門
徒
宗
の
肥
大
化
、
ザ
ビ
エ
ル
、
フ
ロ
イ

ス
に
よ
る
異
教
の
布
教
と
貿
易
な
ど
、
次
第
に
庶

民
も
そ
の
恩
恵
に
触
れ
、
そ
の
中
か
ら
「
町
衆
」
と

い
う
大
き
な
財
を
成
し
た
人
た
ち
が
現
れ
て
く
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る
。 

 
町
人
文
化
の
華
開
く 

 

戦
国
時
代
を
制
し
た
「
織
田
信
長
」
は
、
キ
リ
ス

ト
教
布
教
の
許
し
、
城
下
町
へ
楽
市
楽
座
の
町
作

り
、
堺
港
の
南
蛮
貿
易
な
ど
革
新
的
な
君
主
で
あ

っ
た
が
、
心
半
ば
で
暗
殺
さ
れ
、
後
を
継
い
だ
「
豊

臣
秀
吉
」
も
、
「
茶
道
」
を
発
展
さ
せ
、
豪
華
絢
爛
の

醍
醐
の
花
見
、
陶
芸
。
絵
画
な
ど
の
文
化
の
粋
を

育
て
上
げ
て
行
く
。 

慶
長
五
年
（16

0
0

）
関
ヶ
原
の
戦
い
を
制
し
た

「
德
川
家
康
」
は
、
当
初
は
寒
村
で
あ
っ
た
と
い
う
、

江
戸
城
に
入
府
し
、
す
ぐ
さ
ま
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

に
か
か
り
、
全
国
の
大
名
に
天
下
普
請
を
命
ず
る

の
で
す
。
そ
し
て
、
江
戸
の
町
は
城
下
町
作
り
の

た
め
、
国
中
か
ら
男
衆
が
集
ま
り
、
空
前
の
ゴ
ー

ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
と
な
り
、
そ
の
陰
で
は
、
建
築
材
料

業
者
や
吉
原
遊
郭
、
ま
た
、
蕎
麦
、
寿
司
、
天
ぷ
ら

な
ど
の
食
文
化
も
華
開
き
、
日
本
橋
魚
市
場
の
賑

わ
い
、
越
後
屋
、
白
木
屋
、
大
丸
な
ど
も
活
況
し
、

世
界
で
も
最
高
の
百
万
人
の
大
都
市
と
な
っ
て
行

く
の
で
す
。 

そ
し
て
、
庶
民
に
少
し
余
裕
が
出
来
て
き
た
こ

と
か
ら
、
レ
ジ
ャ
ー
も
兼
ね
た
「
大
山
詣
で
」
「
富

士
講
」
「
お
伊
勢
参
り
ラ
ッ
シ
ュ
」
「
蟻
の
熊
野
詣
で
」

な
ど
盛
ん
に
な
り
、
ま
た
、
川
柳
、
俳
諧
、
講
談
、

歌
舞
伎
な
ど
文
化
絢
爛
の
平
和
な
時
代
が
到
来

し
て
き
ま
す
。 

急
速
に
出
来
上
が
っ
た
江
戸
の
町
は
「
長
屋
」

の
借
家
住
ま
い
が
当
た
り
前
で
し
た
が
、
こ
の
町

内
を
守
る
神
様
と
し
て
「
お
稲
荷
さ
ん
」
が
一
大

ブ
ー
ム
と
な
り
、
町
内
に
は
必
ず
お
稲
荷
さ
ん
の

「
祠
」が
奉
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

そ
し
て
、
江
戸
幕
府
は
大
名
を
「
参
勤
交
代
制

度
」
で
統
制
し
た
が
、
庶
民
の
統
制
は
「寺
請
制
度

（
て
ら
う
け
せ
い
ど
」
を
設
け
戸
籍
は
必
ず
お
寺 

に
有
り
、
旅
に
出
る
時
に
は
「
寺
請
証
文
」
を
携
帯

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
神
社
」
は

お
寺
の
住
職
を
「
別
当
」
に
任
命
し
管
理
さ
せ
て

い
っ
た
。 

  
 
 

国
学
の
勃
興 

 

こ
れ
ま
で
書
き
込
ん
で
き
ま
し
た
が
、
仏
教
が

朝
廷
や
公
家
世
界
に
習
合
さ
れ
て
か
ら
、
神
事
と

仏
事
の
合
一
は
庶
民
の
間
で
も
普
通
の
こ
と
と

な
り
生
活
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
室
町
時
代
に
仏
教
・道
教
・
儒
教
の
思

想
を
取
り
入
れ
た
「
吉
田
神
道
」
が
興
り
、
江
戸
時

代
ま
で
全
国
の
神
社
・
神
職
を
支
配
下
と
す
る
よ

う
な
勢
い
が
あ
っ
た
。 

そ
し
て
、
江
戸
中
期
に
は
「古
事
記
」「
万
葉
集
」

「
律
令
」
「
延
喜
式
」
な
ど
の
日
本
古
来
の
文
献
か 

ら
、
日
本
本
来
の
姿
を
見
出
そ
う
と
す
る
「国
学
」 

が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。 

そ
の
提
唱
者
は
、
摂
津
国
の
「
契
沖
（
け
い
ち
ゅ

う
）
」
、
「
伏
見
稲
荷
神
職
の
「
荷
田
春
満
（
か
だ
の

あ
ず
ま
ろ
）
」
、
「
賀
茂
真
淵
（
か
も
の
ま
ぶ
ち
）
」
、

「
「
本
居
宣
長
（
も
と
お
り
の
り
な
が
）
」
、
「
平
田
篤
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胤
（
ひ
ら
た
あ
つ
た
ね
）
」
た
ち
で
、
次
第
に
そ
の

波
は
、
そ
の
時
、
頻
繁
に
出
没
す
る
外
国
船
に
対

処
す
る
幕
府
内
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。 

幕
末
に
は
、
隣
国
「
清
」
の
中
国
が
、
イ
ギ
リ
ス

の
ア
ヘ
ン
の
策
略
に
よ
り
植
民
地
化
さ
れ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
我
が
国
は
ペ
リ
ー
提
督
の
開
国
要

求
を
受
け
入
れ
て
、
間
も
な
く
長
州
・
薩
摩
の
連

合
軍
に
よ
る
倒
幕
が
本
格
化
し
、
慶
応
三
年

（18
6

7

）
つ
い
に
二
百
六
十
年
続
い
た
徳
川
江

戸
幕
府
は
明
治
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
て
い
く

の
で
す
。 

  
 
 

明
治
新
政
府
の
「神
道
」 

 

六
百
八
十
年
続
い
た
武
家
政
権
か
ら
、
漸
く
、

ス
ッ
キ
リ
と
「天
皇
制
」
を
確
立
し
た
明
治
新
政
府

は
諸
般
に
亙
り
、
欧
米
の
制
度
を
採
り
入
れ
る

日
々
の
目
ま
ぐ
る
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
は
政
権
の
運
営
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

「
天
皇
」
の
も
と
に
国
民
を
統
一
し
な
け
れ
ば
と

い
う
大
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
神
代

か
ら
の
皇
室
の
「
天
照
大
神
」
の
尊
崇
を
第
一
と

し
、
「
天
皇
」
を
「
神
」
と
仰
ぎ
奉
る
こ
と
か
ら
始
め

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
朝
廷
内
か
ら
は
一

切
の
異
教
は
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
。 

 

次
に
始
め
た
の
は
、
お
寺
の
「
寺
請
制
度
」
の
廃

止
を
行
い
、
明
治
元
年
（18

6
8

）
三
月
に
は
「
神

仏
分
離
令
」
が
公
布
さ
れ
、
神
社
か
ら
は
一
切
の

仏
教
用
具
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
王
政

復
古
」
を
成
し
遂
げ
た
明
治
新
政
府
は
、
「
国
策
」

と
し
て
「
国
家
神
道
」
の
方
針
を
掲
げ
明
確
化
さ

せ
て
い
く
の
で
す
。 

 
廃
仏
毀
釈 

 

そ
し
て
、
翌
年
に
は
「
廃
藩
置
県
」
も
発
布
さ
れ
、

藩
主
は
領
地
を
失
い
東
京
移
住
を
強
制
さ
れ
、
藩

士
の
俸
禄
は
明
治
新
政
府
が
保
証
し
、
僧
侶
は
還

俗
し
神
職
に
な
っ
た
者
も
多
数
あ
り
、
混
乱
は
数

年
に
亙
っ
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
新
政
府
の
「国
家
神
道
」
と
「神
仏
混
淆
」

の
徹
底
的
方
針
は
、
多
く
の
別
当
寺
は
廃
寺
に
追

い
込
ま
れ
、
そ
の
他
貴
重
な
建
築
物
、
梵
鐘
、
仏

像
な
ど
が
破
壊
さ
れ
、
ま
た
は
持
ち
出
さ
れ
海
外

へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
も
の
が
多
数
あ
っ
た
よ
う
で

す
。 こ

の
仏
教
の
排
除
行
動
は
全
国
に
及
び
、
各
藩

に
よ
り
解
釈
が
違
い
は
あ
る
が
「
廃
仏
毀
釈
」
は

法
律
で
は
な
い
が
、
寺
院
は
苦
境
に
た
た
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
安
徳
天
皇
を
祀
る
「
阿
弥
陀
寺
」
は

明
治
政
府
に
よ
り
「
赤
間
神
宮
」
と
な
り
、
宮
内
庁

で
守
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
例
は
稀
で
あ
る
が
、

殆
ど
の
寺
院
は
「
廃
仏
毀
釈
」
の
被
害
に
遭
遇
し

た
の
は
確
か
で
あ
る
。 

 

あ
と
が
き 

 

約
千
五
百
年
前
に
伝
来
し
た
仏
教
は
、
教
義
は

勿
論
の
ほ
か
、
国
家
形
成
の
政
治
手
法
や
、
建
築

の
技
法
、
農
作
物
の
拡
大
育
成
法
、
気
象
学
な
ど
、
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先
進
の
学
ぶ
べ
き
こ
と
も
多
数
あ
り
、
聖
徳
太
子

は
大
い
に
こ
れ
を
活
用
し
、
国
家
の
発
展
に
尽
く

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

飛
鳥
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
期
に
か
け
て
は
、

朝
廷
の
繁
栄
安
泰
、
貴
族
世
界
の
現
世
利
益
（
げ

ん
せ
り
や
く
）
の
「
雅
」
な
世
界
を
展
開
し
、
古
代

か
ら
連
綿
と
祈
ら
れ
て
き
た
神
々
と
は
、
自
然
と

抵
抗
も
な
く
融
合
し
「
神
」
と
「
仏
」
は
国
家
の
柱

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

し
か
し
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
、
武
者
世
界
到

来
の
兆
候
が
見
え
始
め
、
ま
た
、
民
衆
を
対
象
と

し
た
鎌
倉
仏
教
が
興
り
、
そ
の
教
え
は
少
し
ず
つ

広
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
武
家
政
権
に
移
行
し
て

も
、
朝
廷
は
崇
め
ら
れ
、
そ
の
政
治
手
法
は
公
家

社
会
か
ら
も
学
ん
で
い
く
。 

こ
の
よ
う
に
、
「
神
」
と
「
仏
」
」
の
習
合
は
千
年

の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
が
、
明
治
新
政
府
の
誕
生

と
「
王
政
復
古
」
の
嵐
は
、
一
時
的
に
「分
離
」
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
が
昭
和
二
十
年

（19
4

5

）
の
終
戦
ま
で
続
く
の
で
す
。 

軍
の
国
か
ら
平
和
な
民
衆
社
会
と
な
っ
た
現

在
は
「
信
仰
の
自
由
」
と
な
っ
た
が
、
明
治
新
政
府 

の
怨
霊
で
あ
る
「神
仏
分
離
令
」
のD

N
A

は
未
だ

に
拭
い
去
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

し
か
し
、
お
正
月
は
神
社
へ
の
初
詣
、
お
彼
岸
・

お
盆
に
は
、
先
祖
詣
り
と
、
現
在
は
何
ら
抵
抗
な

く
「
神
」
と
「
仏
」
は
、
形
は
「
分
離
」
し
て
い
る
が
、

心
の
中
で
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
と
思
わ

れ
る
平
和
な
国
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

以
上
「
神
仏
習
合
」
と
「
神
仏
分
離
」
の
文
章
で

し
た
。
お
読
み
く
だ
さ
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

       

                    
完 

 

付
記 

現
在
の
神
仏
混
淆
と
み
ら
れ
る
神
社
と
お
寺
。 

 

① 

栃
木 

日
光
東
照
宮
と
輪
王
寺 

 

② 

浅
草 

浅
草
寺
と
浅
草
神
社
・被
官
稲
荷 

 

③ 

上
野 

寛
永
寺
と
上
野
東
照
宮 

 

④ 

芝 
 
 

増
上
寺
と
芝
東
照
宮 

 

⑤ 

大
津 

比
叡
山
と
日
吉
大
社 

 

⑥ 

奈
良 

興
福
寺
と
春
日
大
社 

 

⑦ 

那
智 

那
智
大
社
と
青
岸
渡
寺 

 

鎌
倉
楽
し
む
会 

令
和
六
年
秋
季
勉
強
会
資
料 

 
 

企
画
責
任
者 

 

清
藤
孝 
編 


